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新契約部

２０２５年１１月

変額保険（Ｖ２）における医的引受基準一部緩和
および新契約取扱規定の一部明確化

【代理店用】



＜１＞特別条件付き契約の引受基準の改定

変額保険（V2）において、「特別保険料領収法（ＭＲ１３０）」適用となっていたケースを「標準体※」にて引受可能とし
ます。
※健康ステージは非喫煙者標準体ステージまで適用可、「健康☆チャレンジ」の対象となります。

●改定内容

保険種類 医務査定結果 旧 新

変額保険（V2）※１
ＭＲ１３０

当社引受不可※３
標準体※２

ＭＲ１３０超 当社引受不可※３

その他保険種類
ＭＲ１３０

特別保険料領収法
※保険種類等により適用不可となる場合もあり

ＭＲ１３０超
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（注意）
複数同時申込みがある場合、保険種類ごとに査定結果（料率・ステージ）が異なるケースが発生します。
お客さまへのご案内は必ず不備内容を確認し、誤案内に注意してください。

例えば以下のケースの場合・・・
お申込み：無解約返戻金型収入保障保険（非喫煙者標準体料率）＋変額保険（Ｖ２）（非喫煙者標準体ステージ）
告知  ：高脂血症治療中（LDLコレステロール：２０１）※P4参照

※１ 変額用保険料免除特約は引受不可となります。
※２ 美点評価でＭＲ１３０となるケースも含みます。
※３ 変額保険（V2）は特別保険料領収法の適用がないため。

保険種類ごとに査定結果
が異なります!!



・５０～５９歳、入院なし ・６０歳～、入院なし

＜１＞特別条件付き契約の引受基準の改定

●対象となる主な疾患

＜高脂血症＞

ＬＤＬ 現行 改定後

６０～１９９ 無条件 無条件

２００～２４９ 特P（ＭＲ１３０） 標準体

２５０～２９９ 特P 特P

２０歳以上、入院なし

総コレステロール 現行 改定後

１２０～２９９ 無条件 無条件

３００～３９９ 特P（ＭＲ１３０） 標準体

４００～４９９ 特P 特P
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・２０歳～３９歳、入院なし ・４０～４９歳、入院なし
＜高血圧症＞※オレンジ部分が改定対象



特別条件付き契約の引受基準の改定

●対象となる主な疾患（健康診断結果指摘）

＜肝機能障害＞

現行 改定後

AST・ALT AST・ALT

γ－ＧＴＰ ０～５９ ６０～７９ ８０～８９ ０～５９ ６０～７９ ８０～８９

０～１９９ 無条件 特P（ＭＲ１３０） 特P 無条件 標準体 標準体（AP）

２００～２９９ 特P（ＭＲ１３０） 特P 特P 標準体 標準体（AP） 特P

３００～４９９ 特P 特P 特P 特P 特P 特P

＜白血球数＞

白血球数 現行 改定後

３,０００～１１,９９９ 無条件 無条件

１２,０００～１４,９９９ 特P（ＭＲ１３０） 標準体

１５,０００～ 延期 延期

＜尿糖・尿蛋白指摘＞

尿糖・尿蛋白 現行 改定後

―/± 無条件 無条件

＋（１＋） 特P（ＭＲ１３０） 標準体

＋＋（２＋） 特P 特P

＜尿酸値＞

尿酸値 現行 改定後

２.０～８.９ 無条件 無条件

９.０～１１.９ 特P（ＭＲ１３０） 標準体

１２.０～ 特P 特P
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＜１＞特別条件付き契約の引受基準の改定

●対象となる主な疾患

＜心膜炎＞

全治後 現行 改定後

１年超２年以内 特P 特P

２年超３年以内 特P（ＭＲ１３０） 標準体

３年超 無条件 無条件

全治後 現行 改定後

６ヶ月超１年以内 特P 特P

１年超２年以内 特P（ＭＲ１３０） 標準体

２年超 無条件 無条件

＜喘息＞

退院後 現行 改定後

１年以内 特P（ＭＲ１３０） 標準体

１年超２年以内 無条件 無条件

＜神経症、心身症、摂食障害＞

全治後 現行 改定後

１年超２年以内 特P 特P

２年超３年以内 特P（ＭＲ１３０） 標準体

３年超５年以内 無条件 無条件

＜特発性血小板減少性紫斑病＞

・治療期間６ヶ月未満かつ再発なし、脾臓摘出術あり

全治後 現行 改定後

２年超３年以内 特P 特P

３年超５年以内 特P（ＭＲ１３０） 標準体

５年超 無条件 無条件

・入院ありの場合

＜リウマチ熱＞
・２０歳～、再発なし

・入院なし、治療期間６ヶ月未満

全治後 現行 改定後

全治後～６ヶ月以内 特P 特P

６ヶ月超～１年以内 特P（ＭＲ１３０） 標準体

１年超 無条件 無条件

＜メニエール病＞
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（注意）
・複数疾患の告知がある場合は厳しい医務査定結果となる可能性があります。

・当改定は「引受のめやす」「ペーパレスめやす」「チャットボットめやす」「健康診断結果引受目安照会」等には反映していません。また、営業サポー
トセンター（ＥＳC）では引受のめやす（チャットボットめやす）をもとにめやすを案内しているため、当改定内容を反映した案内はできません。
 事前に医務査定結果の確認が必要な場合は、仮査定を実施してください。



＜１＞特別条件付き契約の引受基準の改定

●アドバンテージプログラムとの棲み分け

２０２５年１２月よりアドバンテージプログラムを活用し、告知出現率の高い以下の生活習慣病を対象に、医的引受基準を一部
緩和します。

アドバンテージプログラム
対象疾患

・糖尿病（Ⅰ型、Ⅱ型）
・高血圧症
・高脂血症
・肝機能障害

※詳細は「２０２５年度１２月版 引受のめやす」を参照してください。

本改定とアドバンテージプログラムで対象疾患が一部重複していますが、以下観点より重複疾患については本改定を優先的に適用します。

本改定 アドバンテージプログラム

・自社引き受け
・非喫煙者標準体ステージまで適用可
・健康☆チャレンジ可

・再保険会社で引き受け
・健康体料率・健康ステージは適用不可
・健康☆チャレンジ不可

（相違点）

●保全手続きの取扱いについて

・新契約時に当改定を適用して引き受けた契約であった場合に限り、復活時も当改定を適用します。（復活時に当改定を適用していない
場合は、復活時に新たに当改定は適用しません。）

・増額、中途付加時には適用できません。
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＜２＞新契約取扱規定の一部明確化 7

職業制限の適用対象、考え方を以下のとおり明確化します。

制限対象の職業・職種に該当することが内定（入社・入学予定含む）している場合、該当の職業制限を適用します。

上記改定に伴い、「危険度の高い職業スポーツ家およびこれに準ずる方（職業コード：０９１）」の該当有無にあたっての判断基準も明
確化します。

（注意）

職業制限に限らず、新契約取扱規定の趣旨を踏まえた適切な一次選択の実施をお願いいたします。

旧 新

記載なし 職業制限の対象

旧 新

インストラクターや指導者、養成学校
を含みます。

インストラクターや指導者、養成学校を含み
ます。また、養成学校への入学が内定してい
る場合（入学予定者）も含みます。
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